
（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

農

地

調

整

担

当

農 地 調 整

関 係 事 務
2,385 2,385 2,359 2,008 351

１ 事業目的

優良農地の確保と効率的な利用を促進するため、農地法に基づく農地の利用関係の調整及

び指導等を行い、耕作者の地位の安定と農業生産性の向上を図る。

市町村が農業振興地域の整備に関する法律等に基づき策定した実施計画の推進と必要な見

直しを支援するとともに、適切な土地利用計画の策定に必要な調査等を行う。

２ 根拠法令等

農地法、農業振興地域の整備に関する法律、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律

３ 事業内容

（１）農地法の励行指導及び農地の利用関係の調整事務

①農地法第３条の指導、農地法第４条、第５条及び第18条に関する許可処分及び是正指導

②和解の仲介、農事調停に関わる事務

（２）農地法関係事務の研修

（３）農地取引等調査事務

（４）農業振興地域整備計画及び農村地域への産業の導入計画の策定・変更等

（５）都市計画関連の土地利用調整

（６）その他

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

国 有 農 地 等

管 理 事 務
11,215 11,863 11,864 11,825 （諸） 39

１ 事業目的

戦後の自作農創設特別措置法、農地法により、農林省が買収･売渡を行った土地のうち、未処

分となっている農林省名義の土地の管理、処分を行う。

２ 根拠法令等

自作農創設特別措置法、農地法

３ 事業内容

（１）国有農地の管理等

①高知県自作農財産事務取扱交付金 91［(国) 91］

交付先：市町村

②貸付料の徴収等

③不当事案の処理等

（２）財産台帳の整備、報告

（３）処分（売払、譲与、所管換）を進めるための各種手続、調整

（４）測量（処分地の面積確定等）

（５）登記是正、権利関係調査



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

管

理

担

当

土 地 改 良

指 導 事 業
14,853 12,291 14,630 7,068 7,562

１ 事業目的

土地改良団体の適正な育成指導を通じて、土地改良事業の適正かつ効率的な推進を図る。

２ 根拠法令等

土地改良法、土地改良区体制強化事業実施要綱

土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱

３ 事業内容

（１）土地改良区指導費補助金 6,996 ［(一)5,332 (国)1,664］

①施設・財務管理強化対策事業

県土連が行う土地改良施設の点検、管理に関する専門技術的な診断及び指導並びに土地

改良事業に関する相談業務等の事業に対して補助する。

②土地改良施設維持管理適正化事業

県土連が行う土地改良施設整備補修工事の資金造成に対して、県土連が全国土地改良事

業団体連合会に拠出する拠出金の一部を補助する。

（２）換地業務促進費補助金 1,263 ［(一)421 (国)842］

①換地業務促進事業

適正かつ効果的な換地業務が行われるよう県土連が市町村や土地改良区等の役職員の

指導をするために必要な経費の一部を補助する。

４ 採択基準等

（１）施設・財務管理強化対策事業

県土連が行う土地改良事業推進対策に要する経費

（２）土地改良施設維持管理適正化事業

県土連が行う土地改良施設整備補修工事の資金造成に要する経費

（３）換地業務促進事業

県土連が行う換地処分等促進対策に要する経費

５ 事業主体

高知県土地改良事業団体連合会

６ 補助率（事業負担区分）

（１） 施設・財務管理強化対策事業 7.5／10（国 ５／10 県 2.5／10 連合会 2.5／10）

（２） 土地改良施設維持管理適正化事業 ６／10（国 ３／10 県 ３／10 地元 ４／10）

（３） 換地業務促進事業 7.5／10（国 ５／10 県 2.5／10 連合会 2.5／10）

７ 主な事業実績

診断指導（件） 相談業務（件） 適正化事業（箇所）

６年度 26 34 ４

５年度 30 59 ８

４年度 44 82 ７



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

管

理

・

調

査

計

画

担

当

土 地 改 良

調 査 事 業
119,186 86,290 65,268 41,497 （入）18,000 5,771

04 次世代型こうち新施設園芸システム導入水源確保調査費 15,000 [(入) 15,000]

１ 事業目的

次世代型こうち新施設園芸システムによる大規模施設園芸団地を推進するため、地下水調査

を実施し、必要な水源を確保する。

２ 事業内容

ボーリング調査や揚水試験等による地下水調査業務（水量、水質等）

３ 標準工期

１年

４ 事業主体

県

５ 事業実施地区

香美市土佐山田町久次地区

６ 事業負担区分

県：100

７ 主な事業実績（令和６年度）

なし

06 国営高知南国土地改良事業換地処分等委託事業費 34,497 [(国) 34,497]

１ 事業目的

国営緊急農地再編整備事業により実施する区画整理に伴い、国から委託を受けて担い手へ

の農地利用集積や土地利用の再編を図る換地計画の作成などの換地業務を行う。

２ 根拠法令

土地改良法

３ 事業内容

換地処分登記を行うための換地設計基準や評価基準、換地計画原案等の作成

４ 受託者

県

５ 事業実施地区

高知南国地区（南国市）

６ 事業負担区分

国：100



（単位：千円）

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

・

調

査

計

画

担

当

07 県営ほ場整備計画地区権利関係者調査費 3,000［(入)3,000］

１ 事業目的

ほ場整備事業における事業計画作りに重要な農地の権利者情報の外部委託費用を市町村へ

補助することで、迅速な情報収集が可能となり優良農地確保のためのほ場整備事業の推進を

図る。

２ 事業内容

ほ場整備推進事業費補助金 3,000［(入) 3,000］

ほ場整備計画に必要な権利関係者調査等の委託業務に要する経費について補助。

３ 補助先

市町村

４ 事業実施地区

文徳地区（越知町）

５ 補助率

１／２

６ 主な事業実績（令和６年度）

沖田地区（いの町）、井ノ口高台寺地区（安芸市）

09 農業水利施設等実態調査事業費 8,000［(一)4,000 (国)4,000］

１ 事業目的

物部川水利権の受益地内の施設情報や営農実態等を把握し、データ化したうえで、

定量的に分析し、限られた水資源を有効活用するとともに、高収益作物への転換を

推進し、稼げる農業の実現と水利権更新事務の効率化を図る。

２ 事業内容

システム構築に向けた現地調査及び検証。

３ 標準工期

１年

４ 事業主体

県

５ 事業実施地区

物部川地区

６ 事業負担区分

国：50 県：50



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

農 地 集 積

促 進 事 業
19,375 3,100 19,375 13,750 5,625

１ 事業目的

ほ場整備事業の実施に併せて地域の中心経営体へ農地集積をした場合に、その集積率に基づ

いて交付金を交付し、農家負担を軽減することで、ほ場整備の推進を図る。

２ 事業内容

農地集積促進事業費補助金 19,375［(一) 5,625 (国) 13,750］

農地事業整備計画（促進計画）において整備した農地の担い手への集積・集約化を促進する

ため、担い手への農地集積に応じた助成割合の中で、土地改良区分担金の軽減のために、事業

費の一定割合を交付。

３ 事業主体

土地改良区

４ 期間

交付要件確認年度の翌年度又は翌年度及び翌々年度

５ 事業実施地区

米奥土地改良区（四万十町）

６ 事業負担区分

国：55 県：22.5 市町村：22.5

７ 主な事業実績（令和６年度）

米奥土地改良区（四万十町）



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

かんがい排水

事 業
876,077 659,486 1,038,253 510,800

(負) 138,240
(債) 363,000 26,213

１ 事業目的

県営土地改良事業により造成した基幹的水利施設のうち機能が低下している施設について

機能診断を行い、補修工事の基となる機能保全計画が策定された施設について長寿命化対策

等を実施し機能維持を図る。

２ 根拠法令等

土地改良法

農山漁村地域整備交付金実施要綱・要領（水利施設整備事業に係る運用）

水利施設等保全高度化事業実施要綱・要領

３ 事業内容

ダム、頭首工、揚排水機場、幹線用排水路等基幹的な農業用用排水施設の機能の維持や安全

性を確保するための長寿命化対策

４ 採択基準等

県営土地改良事業により造成した基幹的施設及び一体的に機能を発揮する農業用用排水施設

であること。

ただし、機能保全計画策定を行う場合にあっては、末端支配面積が10ha以上であること。

５ 標準工期

６年

６ 事業主体

県

７ 事業実施地区

保全対策工事 高知市東部３期地区他３地区

施設計画策定 田野・安田地区

８ 事業負担区分

保全対策工事 国：50 県：35 市町村：15

施設計画策定 国：100（令和７年度採択地区まで）

９ 主な事業実績（令和６年度）

保全対策工事 高知市東部２期地区、高知市東部３期地区、高知市東部４期地区

須崎市池ノ内第二地区

施設計画策定 香南市ほか物部川地区、須崎市中ノ浦地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

経 営 体 育 成

基盤整備事業
778,275 1,145,280

うち、R7予算前倒し

459,275(12月補正)

821,350 424,750
(分) 14,050
(負) 90,700
(債)269,300

22,550

１ 事業目的

地域農業の展開方向に沿い、経営体の育成と生産基盤、営農環境の一体的な整備を実施し、

優良農地の適切な維持・保全と地域農業の振興を図る。

２ 根拠法令等

土地改良法、農業競争力強化農地整備事業実施要綱・要領

農地中間管理機構関連農地整備事業実施要綱・要領、農地耕作条件改善事業実施要綱・要領、

農山漁村地域整備交付金実施要綱・要領

３ 事業内容

地域における経営体の育成状況、農地利用集積の状況、農地の整備状況等を踏まえ、必要と

なる農業生産基盤整備事業を実施する。また、農地中間管理機構が借り入れている農地につい

て、区画整理を実施する。

,４ 採択基準等

（１）農業競争力強化農地整備事業（競争力）

・受益面積が20ha以上（中山間地域においては、10ha以上）

・担い手への農地利用集積率50％以上

（２）農地中間管理機構関連農地整備事業（機構関連）

・全農用地について農地中間管理機構が15年以上の農地中間管理権を有すること

・受益面積の合計が10ha以上（中山間地域においては、５ha以上）で１ha以上（中山間地域に

おいては、0.5ha以上）のまとまりを有する農用地で構成されていること

（３）県営農地耕作条件改善事業（県営耕作条件）

・総事業費200万円以上、受益者数２者以上、受益面積 露地0.5ha以上、施設園芸0.3ha以上

・全農用地について農地中間管理機構が露地５年以上、施設園芸20年以上の農地中間管理権

を有すること。事業の実施区域は農振農用地のうち、地域計画を策定した区域であること。

５ 標準工期 競争力及び機構関連 ６年 県営耕作条件 ３年

６ 事業主体 県

７ 事業実施地区

競 争 力：土佐市波介地区他７地区 実施計画策定：なし

機構関連：四万十町影野地区他４地区 県営耕作条件：南国市植田地区他11地区

８ 事業負担区分

競 争 力 国：50 県：35 他：15（中山間）国：55 県：30 他：15

機構関連 国：62.5 県：27.5 市町村：10

実施計画策定 （機構関連）国：62.5 県：27.5 他：10

県営耕作条件 国：50 県：35 他：15（中山間）国：55 県：30 他：15

９ 主な事業実績（令和６年度）

競 争 力：室戸市庄毛地区、四万十市利岡地区、香美市永野地区、北川村野友地区、

四万十町志和地区、四万十町米の川地区、土佐市波介地区、佐川町佐川地区

機構関連：土佐清水市下ノ加江地区、四万十町影野地区、黒潮町加持地区、

黒潮町市野瀬地区、北川村北川２期地区

実施計画策定：香南市上夜須地区、四万十市楠島地区

県営耕作条件：香南市山北地区、土佐町西石原地区、香美市楠目地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

県営農業水路等

長 寿命化 事業
141,890 92,540 109,650 69,600 (負) 10,800

(債) 22,600
6,650

１ 事業目的

県営土地改良事業により造成した基幹的水利施設のうち機能が低下している施設につい

て、概ね３ヵ年で長寿命化対策等を実施し機能維持を図る。

２ 根拠法令等

農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金実施要綱・要領

３ 事業内容

ダム、頭首工、揚排水機場、幹線用排水路等基幹的な農業用用排水施設の機能の維持や安全

性を確保するための長寿命化対策

４ 採択基準等

県営土地改良事業により造成した基幹的施設及び一体的に機能を発揮する農業用用排水施

設であること。

（１）１地区当たりの事業費の合計が200万円以上

（２）１地区当たりの受益者数が、農業者２者以上であること（ただし、施設の廃止や撤去を

行う場合は除く）

（３）１地区当たりの事業工期が原則３ヵ年以内

５ 標準工期

３年

６ 事業主体

県

７ 事業実施地区

保全対策工事 宿毛市山田川左岸２期地区他１地区

機能保全計画策定 香南市古川地区他２地区

８ 事業負担区分

保全対策工事 国：50 県：35 他：15 （中山間）国：55 県：30 他：15

機能保全計画 国：100

９ 主な事業実績（令和６年度）

保全対策工事：四万十市後川左岸２期地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

調

査

計

画

担

当

国営緊急農地
再編整備事業
費 負 担 金

102,560 165,498 86,200 (債) 77,500 8,700

１ 事業目的

基盤整備（区画整理等）の実施と併せて担い手への農地利用集積や土地利用の再編を進め

ることにより、農業振興と地域の活性化、農家所得の向上を図るため、国営緊急農地再編整

備事業に対する県負担金を支出する。

２ 根拠法令等

土地改良法

国営緊急農地再編整備事業実施要綱・要領

３ 事業内容

農地の区画整理（基幹事業）と農業用用排水施設等（併せ行う事業）を国直轄で実施

４ 採択基準等

基幹事業及び併せ行う事業に係る受益面積の合計がおおむね400ha以上

担い手農地利用集積率が40％以上増加し、60％以上となること等

５ 事業主体

国（農林水産省）

６ 事業負担区分

工事費等の地方負担対象額に対する負担割合

国：２／３ 県：25.20％ 市：6.23％ 農家：1.90％

但し、「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律」

の適用により県の実負担率は10.00％

７ 事業実施地区

高知南国地区（南国市）

総事業費 21,000百万円

事業期間 令和２～11年度

令和７年度事業費 1,083,000千円（うち地方負担対象額：861,200千円）



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

地 域 農 業 水 利
施 設 ス ト ッ ク

マネジメント事業
7,000 7,000 90,000 75,000 (債) 13,300 1,700

１ 事業目的

団体営事業等で造成され、老朽化の進行により機能が低下している農業水利施設について、機

能診断を行い、補修工事の基となる機能保全計画を策定する。また、機能診断結果に基づいた

適切な保全対策工事を行うことにより、農業水利施設の長寿命化を図る。

２ 根拠法令等

農山漁村地域整備交付金実施要綱・要領（水利施設整備事業に係る運用）

水利施設等保全高度化事業実施要綱・要領

３ 事業内容

地域農業水利施設ストックマネジメント事業費補助金

90,000 [(一)1,700 (国)75,000 (債)13,300]

団体営事業等で造成され、老朽化が進行して機能が低下している農業水利施設について、

機能診断・機能保全計画策定及び機能診断結果に基づく適切な保全対策工事を補助する。

４ 採択基準等

（１）保全対策工事

受益面積 10ha以上

機能保全計画が作成されていること

（２）機能保全計画策定 末端支配面積 10ha以上（水利施設）

５ 標準工期

２～６年

６ 事業主体（補助先）

市町村、施設管理者

７ 事業実施地区

保全対策工事：四万十町七里地区他１地区

機能保全計画策定：香美市片地地区

８ 補助率（事業負担区分）

（１）山振、過疎、離島、半島、特定農山村、特別豪雪の６法指定地域、急傾斜畑地帯又は指定棚田

地域 70／100 〔国：55 県：15 他：30〕

（２）一般地域 65／100 〔国：50 県：15 他：35〕

（３）機能保全計画策定 国：100（令和７年度採択地区まで）

９ 主な事業実績（令和６年度）

（１）保全対策工事

須崎市池ノ内第一地区、芸西村千原地区

（２）機能保全計画策定

なし



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

農 地 耕 作 条 件

改 善 事 業
129,370 122,481 122,150 103,150 (債) 17,100 1,900

１ 事業目的

農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約化や高収益作物への転換を推進するた

め、既に区画が整備されている農地の畦畔除去等による区画拡大や農地・農業水利施設の基盤整

備や営農定着に必要な取り組みを実施する。

２ 根拠法令等

農地耕作条件改善事業実施要綱・要領

３ 事業内容

農地耕作条件改善事業費補助金 122,150 [(一)1,900 (国)103,150 (債)17,100]

担い手への農地の集積・集約化に向けた取り組みを行う上で必要となる地域の実情に応

じた農業用用排水施設、農作業道等の農業生産基盤の整備（ハード）を補助する。

４ 採択基準等

（１）総事業費200万円以上、受益者数２戸以上であること。

（２）事業の実施区域は、農振農用地のうち地域計画の策定した区域であること。

５ 標準工期

３年

６ 事業主体（補助先）

市町村、土地改良区、農地中間管理機構等

７ 事業実施地区

四万十町藤ノ川２期地区他10地区

８ 補助率（事業負担区分）

（１）離島、半島、特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域、特定農山村地域、急傾斜畑地帯、指定棚田

地域 65／100 〔国：55 県：10 他：35〕

（２）一般地域 60／100 〔国：50 県：10 他：40〕

９ 主な事業実績（令和６年度）

いの町北浦地区、安田町西島地区、安田町唐浜地区、香南市土居・徳王子地区、

香南市白岩地区、四万十町作屋地区、四万十町東川角地区、四万十市古津賀２期地区、

高知市介良沖ノ丸地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

団体営農業水路等

長 寿 命 化 事 業
495,590 387,615 300,450 239,550 (債) 54,100 6,800

１ 事業目的

団体営事業等で造成され、老朽化が進行して機能が低下している農業水利施設について、概ね

３ヵ年で保全対策工事を行うことにより、農業水利施設の長寿命化を図る。

２ 根拠法令等

農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱・要領

３ 事業内容

農業水路等長寿命化事業費補助金 300,450 [(一)6,800 (国)239,550 (債)54,100]

ダム、頭首工、揚排水機場、幹線用排水路等基幹的な農業用用排水施設の機能の維持や安

全性を確保するための長寿命化対策

４ 採択基準等

団体営事業等により造成した基幹的施設及び一体的に機能を発揮する農業用用排水施設で

あること。

（１）１地区当たりの事業費の合計が200万円以上

（２）１地区当たりの受益者数が、農業者２者以上であること（ただし、施設の廃止や撤去を

行う場合は除く）

（３）１地区当たりの事業工期が原則３ヵ年以内

５ 標準工期

３年

６ 事業主体（補助先）

市町村、土地改良区等

７ 事業実施地区

保全対策工事：香南市野市地区他８地区

機能保全計画策定：香南市烏川１号地区他３地区

８ 補助率（事業負担区分）

（１）山振、過疎、離島、半島、特定農山村、特別豪雪の６法指定地域、急傾斜畑地帯又は指定

棚田地域

70／100 〔国：55 県：15 他：30〕

（２）一般地域

65／100 〔国：50 県：15 他：35〕

（３）機能保全計画策定

100／100 〔国：100 １地区あたり上限1,000万円まで〕

９ 主な事業実績（令和６年度）

（１）保全対策工事：高知市布師田地区、田野町田野地区、安芸市赤野地区、

芸西村和食地区、須崎市横浪地区、須崎市押岡源蔵地区、香南市ほか物部川２期地区、

奈半利町本村部地区、安田町正弘地区、宿毛市山田地区、奈半利町奈半利地区、佐川町

久万田地区、東洋町生見地区

（２）機能保全計画策定：東洋町生見地区、馬路村相名地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

団体営農村整備

事 業
18,200 87,300

うち、R7予算前倒し

83,100(12月補正）

0

１ 事業目的

農業インフラ施設の状況や地域における役割を点検し、施設の再編・集約、計画的な保全対策、

地震等の災害対策等の強靱化及び維持管理の効率化、農業生産上の向上のための高度化を実施す

ることにより、農村に安心して住み続けられる条件を整備し、農村の持続性の向上を図る。

２ 根拠法令等

農村整備事業実施要綱・要領（計画策定等事業）

３ 事業内容

農村整備事業費補助金 0 [(国) 0]

農道において、老朽化等で機能が低下している施設の機能診断を行い、機能保全計画を策定し

て、適切な保全対策を策定する。

４ 採択基準等

対象施設が農道・集落道の場合、以下のいずれかであること

（１）受益面積50ha以上かつ車道幅員が４ｍ以上であること

（中山間地域は受益面積30ha以上）

（２）避難路等に指定されている道路及び当該道路に接続するなど、避難、救護活動等への

影響が大きいもの

（３）主要道路・鉄道の跨線橋、跨道橋など人命、財産等への影響が大きいもの

（４）施設の再編・集約を行うもの

５ 標準工期

１年

６ 事業主体（補助先）

市町村等

７ 事業実施地区

なし

８ 補助率（事業負担区分）

国：100（計画策定等事業）

９ 主な事業実績（令和６年度）

四万十市竹島地区、四万十市深木地区、香南市香南地区、北川村北川地区、

佐川町馬の原地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

整

備

事

業

担

当

団体営農村地域

防災減災事業
12,600 12,600 3,000 2,750 (債) 200 50

１ 事業目的

防災・減災対策を実施することにより、農業生産の維持、農業経営の安定及び地域住民の暮ら

しの安全の確保を図り、もって災害に強い農村づくりを推進する。

２ 根拠法令等

農村地域防災減災事業実施要綱・要領（農業水利施設危機管理対策事業に係る運用）

３ 事業内容

農村地域防災減災事業費補助金 3,000 [(一)50 (国)2,750 (債)200]

農業水利施設への転落による被害の防止を図るための安全施設の整備を行う。

４ 採択基準等

（１）事業費が200万円以上であること

（２）市町村等が定める農業水利施設の安全対策実施方針に定めた施設であり、かつ、農業水

利施設安全対策推進計画に位置づけられた施設であること

５ 標準工期

１年

６ 事業主体（補助先）

市町村等

７ 事業実施地区

香美市北本町地区

８ 補助率（事業負担区分）

国：50 県：10 他：40 （中山間）国：55 県：5 他：40

９ 主な事業実績（令和６年度）

香南市中山田地区、香美市山田地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

地 す べ り

防 止 事 業
87,075 91,003

うち、R7予算前倒し

10,750(12月補正)

114,925 53,500 (債) 52,900 8,525

１ 事業目的

地すべりによる農地、人家、公共施設等への被害を未然に防止し、国土の保全を図る。

２ 根拠法令等

地すべり等防止法

農村地域防災減災事業実施要綱・要領

３ 事業内容

降雨などの地下浸透を防止するための承水路、排水路、地下水を排除するための水抜きボー

リング、集水井、地すべりの誘発を防止するための堰堤工、護岸工、地すべりを直接阻止する

ための杭打工、アンカー工などを行う。

４ 採択基準

（１） 地すべり等防止法により指定された防止区域であること

（２） 総事業費7,000万円以上、農地面積10ha以上

５ 標準工期

５年

６ 事業主体

県

７ 事業実施地区

地すべり防止対策：仁淀川町池川地区他２地区

８ 事業費負担区分

国：50 県：50

９ 主な事業実績(令和６年度)

地すべり防止対策：大豊町粟生３期地区、仁淀川町池川地区、土佐町土佐町地区、

越知町稲村３期地区、高知市横矢地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

◎県営ため池等

整 備 事 業
1,101,307 1,120,550

うち、R7予算前倒し

572,937(12月補正)

776,646 422,315 (負) 65,726
(債) 267,000

21,605

１ 事業目的

本事業により防災・減災対策を実施することにより、農業生産の維持、農業経営の安定及

び地域住民の暮らしの安全の確保を図り、もって災害に強い農村づくりを推進する。

２ 根拠法令等

土地改良法、農村地域防災減災事業実施要綱・要領

３ 事業内容

（１）ため池整備

（２）農村災害対策整備（用排水路・土砂崩壊防止施設・緊急避難路等の整備）

（３）湛水防除

（４）上記に関するソフト事業

４ 採択基準等

地域ため池総合整備事業

（１）受益面積：２ha以上他

（２）総事業費：800万円以上他

農村災害対策整備事業

（１）総事業費800万円以上

（２）災害防除推進地域として指定されている地域

東南海・南海地震防災対策推進地域【高知県全域】、台風常襲地帯【高知県全域】

（３) 受益面積

下記工種の受益面積の合計が10ha以上もしくは下記面積以上

農業用ため池整備A=２ha、農業用用排水施設整備A=10ha、土砂崩壊防止施設A=５ha

湛水防除事業

（１）受益面積：20ha以上（中山間地域は10ha以上）

（２）総事業費：800万円以上

５ 事業主体 県

６ 事業実施地区

地域ため池等整備事業：宿毛市小深浦地区他19地区

農村災害対策整備事業：黒潮町大方地区他１地区

湛水防除事業：須崎市中ノ浦地区

７ 事業費負担区分

国：55～100 県：０～35 市町村：０～10

８ 主な事業実績（令和６年度）

地域ため池等整備事業：大月町大月地区、室戸市西山２期地区、室戸市西山３期地区、

安芸市赤野地区、四万十市四万十１期地区、四万十町奈路地区、室戸市室戸地区、

四万十町窪川２期地区、南国市中部２期地区、宿毛市寺中池地区、四万十市竹島地区、

黒潮町入野地区、香南市１期地区、香美市１期地区、宿毛市小深浦地区、香美市２期地区、

大豊町１期地区、安芸市内原野池地区、宿毛市宿毛１期地区、田野町田野地区、

奈半利町奈半利地区、県下全域高知地区

農村災害対策整備事業：奈半利町平地区、芸西村芸西地区、黒潮町大方地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

団 体 営

災害関連事業
1,326 0 1,326 1,214 112

１ 事業目的

農業用施設の災害復旧工事後、近い将来、再度災害を被る恐れがある場合、これに関連する

農業用施設の整備を一体的に実施し、農業経営の安定と国土の保全を図る。

２ 根拠法令

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（暫定法）

３ 事業内容

災害関連事業費補助金 1,214 [(国) 1,214]

従前の効用を回復しただけでは再度災害を被る恐れがあるため、被災の原因となった部

分、または災害発生の原因となる恐れがある隣接残存部分を改築又は補強して被災要因を除

去するために行うため池、頭首工、用水路、排水路（用排兼用含む）、農道等の工事に対し

て補助する。

４ 採択基準等

（１）当該関連事業における工事費が200万円以上、かつ、施行する災害復旧事業費の工事費

を超えないこと

（２）当該施設について他の改良計画がないこと

（３）事業効果が大であること

５ 事業主体（補助先）

市町村、土地改良区等（市町村）

６ 補助率（事業費負担区分）

工事費 50／100（国：50 市町村等：50）

＊激甚災害については嵩上あり



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

耕地自然災害

防 止 事 業
36,000 36,000 82,000

(負) 4,000
(入) 23,000
(債) 53,000

2,000

１ 事業目的

県地域防災計画に掲げている農業基盤課所管の県管理施設（地すべり防止施設等）や市町村

等で管理している農地防災施設（排水機場等）及び土地改良保全施設（ため池保全施設等）の災

害を未然に防止するため、緊急に対応が必要な防災施設等を整備し、民生の安定と併せて生産

基盤や生活環境の保全を図る。また、法律上の県知事管理である地すべり防止区域等について、現状

を把握し、住民への情報提供や今後の管理、防災計画、整備計画を図るうえで、観測調査・施設補

修等を行う。

２ 根拠法令

地すべり等防止法

高知県南海地震による災害に強い社会づくり条例

高知県耕地自然災害防止事業実施要領

３ 事業内容

災害防止のために行う土留擁壁、排水路、承水路、アンカー、抑止杭、落石防止棚、排水ボ

ーリング等の防災施設の設置及び老朽化等により災害防止上緊急に整備する必要がある農業

用ため池の整備補強等のための工事及び調査

（１）県営事業費 44,500 [(負)4,000 (債)40,500]

（２）団体営事業費 耕地自然災害防止事業費補助金 12,500 [(債)12,500]

（３）地すべり指定区域管理費 25,000 [(一)2,000 (入)23,000]

４ 採択基準等

（１） 地域防災計画に揚げられている災害危険地域であること

（２） 過去に県営ほ場整備を実施した地域で、かつ流域治水に資するもの（市町村営事業のみ）

（３） その他知事が必要と認める地域におけるもの（県営事業のみ）

５ 事業主体

県、市町村

６ 事業実施地区

（１）県営事業：四万十町窪川地区他４地区

（２）団体営事業：香南市野市西部地区他２地区

（３）地すべり指定区域管理費：大豊町ほか中央東地区他３地区

７ 補助率（事業費負担区分）

（１）県 営 事 業： － （県：100）、（ため池耐震対策 県:90 市町村:10）

（２）団体営事業：地すべり：80/100（県:80 市町村:20）、その他：50/100（県:50 市町村:50）

（３）地すべり指定区域管理費：－ （県：100）

８ 主な事業実績（令和６年度）

（１）県 営 事 業：梼原町神の山地区、大豊町中村大王地区

（２）団体営事業：奈半利町本村部地区、香美市松尾池地区、須崎市桑田山地区、

梼原町仲洞地区

（３）地すべり指定区域管理費：大豊町中村大王地区、土佐町中央東地区、

高知市ほか中央西地区、梼原町須崎地区



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

農 業 水 路 等

防災減災事業
71,000 61,000 48,000 48,000

１ 事業目的

農業水利施設の機能低下により、災害の恐れが生じている箇所において、その機能を回復

するとともに、被害の発生を未然に防ぐための取り組み及び事故の防止などのリスク管理に

資する取り組みを実施し、もって農業の持続的な発展を図る。

２ 根拠法令等

３ 事業内容

（１）県 営 （なし）

（２）団体営 農業水路等防災減災事業費補助金 48,000 [(国) 48,000]

４ 採択基準等

（１）１地区当たりの事業費の合計が200万円以上

（２）受益者数が、農業者２者以上であること。ただし、ため池廃止の場合は、想定被害額（農

外）が500万円以上。

（３）１地区当たりの事業工期が原則３ヵ年以内（ため池整備は５年以内、実施計画策定、ハザ

ードマップ作成は１年以内）

５ 標準工期

３年以内（実施計画策定、ハザードマップ作成は１年以内）

６ 事業主体

県、市町村

７ 事業実施地区

県 営：（なし）

団体営：越知町他１市町村

８ 補助率（事業負担区分）

県 営 国：50 県：35 市町村：15（参考）

団体営 国：55～100 県：０～５ 市町村：０～40

９ 主な事業実績（令和６年度）

団体営：安田町、宿毛市、馬路村、大豊町、室戸市、香美市、四万十市



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

農 業 用 施 設
災 害 復 旧
事 業

21,384 0 21,384 19,006 (債) 1,200 1,178

１ 事業目的

県営事業で整備した農業用施設を市町村に移管する前に、台風、豪雨等により被災した同施設

を復旧し、効用の回復と農業生産の維持及び経営の安定を図る。

２ 根拠法令等

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（暫定法）

３ 事業内容

県管理の農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路等の施設）の復旧

４ 採択基準等

（１） １箇所の復旧事業費が40万円以上のもの

（２） 受益戸数２戸以上のもの

（３） 被災原因が基準値以上で確認できるもの

（４） その他（適用除外事項など）

５ 標準工期

特になし（ただし、３ヵ年で事業完了とする）

６ 事業主体

県

７ 事業費負担区分

国：65 県：35

※補助率増高の申請により変更あり｡



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

地 す べ り
防 止 施 設
災害復旧事業

11,345 0 11,345 6,571 (債) 3,700 1,074

１ 事業目的

県で管理している地すべり防止施設等が台風、豪雨等により被災した場合に、その復旧を行

い、農業経営の安定と国土の保全を図る。

２ 根拠法令等

地すべり等防止法

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（負担法）

３ 事業内容

地すべり等防止法に基づいて施工・管理されている地すべり防止施設の復旧

４ 採択基準等

（１） 地すべり等防止法に規定する地すべり防止施設であること

（２） 被災原因が基準値以上で確認できるもの

（３） 被災前の地すべり防止施設により一定のブロックが概成していること

（４） その他（適用除外事項など）

５ 標準工期

特になし（ただし、３ヵ年で事業完了とする）

６ 事業主体

県

７ 事業費負担区分

国：66.7 県：33.3



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

団 体 営 農 地
災 害 復 旧
事 業

177,491 83,257 86,035 81,910 4,125

１ 事業目的

台風、豪雨等により災害を受けた農地を復旧し、効用の回復と農業生産の維持及び経営

の安定を図る。

２ 根拠法令等

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（暫定法）

３ 事業内容

（１）過年 農地災害復旧費補助金 9,793 [(国) 9,793]

（２）現年 農地災害復旧費補助金 72,117 [(国) 72,117]

市町村、土地改良区等が事業主体で行う農地の復旧

４ 採択基準等

（１） １箇所の復旧事業費のうち工事費が40万円以上のもの

（２） 受益戸数１戸以上のもの

（３） 被災原因が基準値以上で確認できるもの

（４） その他（適用除外事項など）

５ 標準工期

特になし（ただし、３ヵ年で事業完了とする）

６ 事業主体（補助先）

市町村等（市町村）

７ 補助率（事業費負担区分）

50／100 [国：50 市町村等：50]

※補助率増高の申請により変更あり。

８ 主な事業実績（令和６年度 査定箇所数）

市町村営６災 30箇所



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和６年度

当初予算額

令和６年度

最終予算額

令和７年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

農

業

基

盤

課

・

防

災

担

当

団体営農業用
施 設 災 害
復 旧 事 業

450,999 153,342 246,166 235,229 10,937

１ 事業目的

台風、豪雨等により災害を受けた農業用施設を復旧し、効用の回復と農業生産の維持及び経

営の安定を図る。

２ 根拠法令等

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（暫定法）

３ 事業内容

市町村、土地改良区等が事業主体で行う農業用施設の復旧

（１）過年 農業用施設災害復旧費補助金 17,409 [(国) 17,409]

（２）現年 農業用施設災害復旧費補助金 217,820 [(国) 217,820]

４ 採択基準等

（１） １箇所の復旧事業費のうち工事費が40万円以上のもの

（２） 受益戸数２戸以上のもの

（３） 被災原因が基準値以上で確認できるもの

（４） その他（適用除外事項など）

５ 標準工期

特になし（ただし、３ヵ年で事業完了とする）

６ 事業主体（補助先）

市町村等（市町村）

７ 補助率（事業費負担区分）

65／100 [国：65 市町村等：35]

※補助率増高の申請により変更あり｡

８ 主な事業実績（令和６年度 査定箇所数）

市町村営６災 21箇所


